
奈
良
県
訓
令
第
三
号

各

部

課

室

各
出
先
機
関

奈
良
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
奈
良
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

第
一
条
中
「
「
規
則
」
を
「
「
管
理
規
則
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
昭
和
三
十
一
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
六
号
」
を
「
昭
和
三
十
一
年
七
月
奈

良
県
規
則
第
二
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
、
同
規
則
別
表
第
四
に
掲
げ
る
大
学
及
び
同
規

則
別
表
第
五
に
掲
げ
る
県
立
病
院
」
を
削
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
、
同
条
中
「
総
務
部
総
務
課
長

（
以
下
「
総
務
課
長
」
を
「
総
務
部
法
務
文
書
課
長
（
以
下
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
第
六
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
総
務
課
」
を
「
法
務
文
書
課
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
中
「
観
光
局
長
名
」
の
下
に
「
、
医
療
・
介
護
保
険
局
長
名
、
医

療
政
策
局
長
名
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
観
光
局
長
印
」
の
下
に
「
、
医
療
・
介
護
保
険
局
長
印
、
医
療
政
策
局
長
印
」

を
加
え
、
「
総
務
課
又
は
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
又
は
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
た
だ
し
書
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
及
び
第
十
条
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
五
号
中
「
観
光
局
長
印
」
の
下
に
「
、
医
療
・
介
護
保
険
局
長
印
、
医
療
政
策
局
長
印

」
を
加
え
、
同
条
第
七
号
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
総
務
課
」
を
「
法
務
文
書
課
」
に
改
め
、
同
項
第
五

号
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
課
長
が
総
務
課
」
を
「

法
務
文
書
課
長
が
法
務
文
書
課
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
毎
日
」
の
下
に
「
（
奈
良
県
の
休
日
を

定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を

除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
総
務
課
」
を
「
法
務
文
書
課
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。



第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
四

号
中
「
観
光
局
長
決
裁
」
の
下
に
「
、
医
療
・
介
護
保
険
局
長
決
裁
、
医
療
政
策
局
長
決
裁
」
を
加
え

る
。第

十
八
条
の
二
中
「
あ
っ
て
」
を
「
あ
つ
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
、
「
総
務
課
に
」
を
「
法
務
文
書

課
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
五
条
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に

改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
本
文
」
に
、
「
総
務
課
長
」
を
「

法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
本
文
中
「
総
務
課
」
を
「
法
務
文
書
課
」
に
、
「
行
っ
て
」
を
「
行
つ
て
」
に

改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
課

に
」
を
「
法
務
文
書
課
に
」
に
、
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
総
務
課
」
を
「
法
務
文
書
課
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
（
平
成
元
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
二
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
総
務
課
長
」

を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
総
務
課
」
を
「
法
務
文
書
課
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
中
「
規
則
」
を
「
管
理
規
則
」
に
、
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
中
「
総
務
課
」
を
「
法
務
文
書
課
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
中
「
総
務
課
に
」
を
「
法
務
文
書
課
に
」
に
、
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」

に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
総
務
課
に
」
を
「
法
務
文
書
課
に
」
に
、
「
総
務
課
保
存
文
書
」
を
「
法
務

文
書
課
保
存
文
書
」
に
、
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
課

に
」
を
「
法
務
文
書
課
に
」
に
、
「
総
務
課
保
存
文
書
閲
覧
・
借
受
簿
」
を
「
法
務
文
書
課
保
存
文
書

閲
覧
・
借
受
簿
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
総
務
課
保
存
文
書
を
」
を
「
法
務
文
書
課
保
存
文
書
を

」
に
、
「
総
務
課
保
存
文
書
借
受
票
」
を
「
法
務
文
書
課
保
存
文
書
借
受
票
」
に
、
「
総
務
課
長
」
を

「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
規
則
」
を
「
管
理
規
則
」
に
、
「
総
務
課
長
」
を

「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
の
見
出
し
を
削
る
。



附
則
第
六
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
法
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

「

総
務
課

別
表
の
本
庁
に
お
け
る
記
号
の
表
総
務
部
の
項
中

行
政
経
営
課

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
室

「

総
務

企
画
管
理
室

総
企

行
経

を

法
務
文
書
課

法
文

に
改
め
、
同

フ
ァ

行
政
経
営
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課

行
フ

ァ

」

」

「

文
化
振
興
課

文
振

「

表
地
域
振
興
部
の
項
中

を

文
化
振
興

国
民
文
化
祭
・
障
害
者
芸
術
文
化
祭
課

国
障

文

」

「

課

文
振

に
、

な
ら
の
観
光
力
向
上
課

観
光

力

」

」

「

な
ら
の
観
光
力
向
上
課

観
光

力

を

に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
の
項
を
次
の
よ
う

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
・
宿
泊
戦
略
室

イ
戦

略

」

に
改
め
る
。

福
祉
医
療
部

企
画
管
理
室

福
医

企

地
域
福
祉
課

地
福

監
査
指
導
室

監
指

長
寿
・
福
祉
人
材
確
保
対
策
課

長
福

障
害
福
祉
課

障
福

医
療
保
険
課

医
保

介
護
保
険
課

介
保

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
室

地
ケ

ア

地
域
医
療
連
携
課

地
医

医
師
・
看
護
師
確
保
対
策
室

医
看

病
院
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課

病
院

マ



健
康
推
進
課

健
推

疾
病
対
策
課

疾
対

薬
務
課

薬

女
性
活
躍
推
進
課

女
活

子
育
て
支
援
課

子
育

て
こ
ど
も
家
庭
課

こ
ど

も

別
表
の
本
庁
に
お
け
る
記
号
の
表
医
療
政
策
部
の
項
を
削
り
、
同
表
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
の
項
中

「

「

建
築
課

建
築
安
全
推
進
課

を

に
改
め
る
。

営
繕
課

県
有
施
設
営
繕
課

」

」

「

「

別
表
の
出
先
機
関
に
お
け
る
記
号
の
表
中

奈
良
県
外
国
人
観
光
客
交
流
館

外
観

交

を
」

奈
良
県
外
国
人
観
光
客
交
流
館

外
観

交

奈
良
県
郡
山
保
健
所

郡
保

奈
良
県
中
和
保
健
所

中
保

「

に
、

奈
良
県
立
登
美
学
園

登

奈
良
県
吉
野
保
健
所

吉
保

奈
良
県
内
吉
野
保
健
所

内
保

奈
良
県
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー

保
研

セ

」

「

奈
良
県
立
精
華
学
院

奈
良
県
郡
山
保
健
所

「

奈
良
県
中
和
保
健
所

奈
良
県
立
登
美
学
園

登
美

奈
良
県
吉
野
保
健
所

美

を

奈
良
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

精
セ

に
、

」

奈
良
県
内
吉
野
保
健
所

奈
良
県
薬
事
研
究
セ
ン
タ
ー

薬
セ



」

奈
良
県
保
健
研
究
セ
ン
タ

奈
良
県
精
神
保
健
福
祉
セ

奈
良
県
薬
事
研
究
セ
ン
タ

精
学

郡
保

中
保

「

馬
見
丘
陵

吉
保

「
を

奈
良
県
立
精
華
学
院

精
学

に
、

福
祉
住
宅

内
保

」

ま
ほ
ろ
ば

ー

保
研

セ

ン
タ
ー

精
セ

ー

薬
セ

」

公
園
館

馬
見

公

「

中
和
公
園
事
務
所

中
公

事

体
験
館

福
住

体

を

福
祉
住
宅
体
験
館

福
住

体

健
康
パ
ー
ク
管
理
事
務
所

ま
ほ

健

」

」

に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中
「総

務
課

取
扱

者
印

」
を
「法

務
文

書
課

取
扱

者
印

」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「総

務
課

長

」
を
「法

務
文

書
課

長

」
に
改
め
る
。

第
十
七
号
様
式
中
「総

務
課

保
存

文
書

閲
覧

・
借

受
簿

」
を
「法

務
文

書
課

保
存

文
書

閲
覧

・
借

受

簿

」
に
、
「総

務
課

承
認

欄

」
を
「法

務
文

書
課

承
認

欄

」
に
改
め
る
。

第
十
八
号
様
式
中
「総

務
課

保
存

文
書

借
受

票

」
を
「法

務
文

書
課

保
存

文
書

借
受

票

」
に
改
め
る
。
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